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調停官配置表
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民事調停官
家事調停官 総計

’地裁 簡裁 合計

｜
’

東京高裁 東京 13 （6） 14 （7） 27 （13） 12 （7） 39 (20)

横浜 1 1 6 （3） 7 （3）

川崎 1 1

さいたま 1 1 4 （4） 5 （4）

千葉 2 2 （2）2 4 （2）

大阪高裁 大阪 4 5 （1） 9 （1） 10 （3） 19 （4）
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京都 2 2 3 （1） 5 （1）

神戸 2 2 3 5
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名古屋高裁 名古屋 6 （1） 6 （1） 6 （3） 12 （4）

広島高裁 広島 1 1 3 4

福岡高裁 福岡 3 3 （2）3 6 （2）

小倉 1 1
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仙台高裁 仙台 2 2 2 （1） 4 （1）

2札幌高裁 札幌 2 3 （3） 5 （3）

1高松高裁 白
『司 松 1 1 2

ー

’
合
口 計 17 （6） 42 （9） 59 （15） 61 （29） 120 （44）

(参考）

1令和5年12月1日現在である。
2（ ）内は女性のうち数である。


